
広 報 か い づ か(7)　第1012号 令和6年3月

期　間 ４月１日～５月31日 通　　　　　　年

対象物

縦　　覧 閲　　覧

土地･家屋縦覧帳簿

市内の土地･家屋の納税義務者

市内の土地・家屋の価格

対象者

必要
書類

課税台帳
固定資産税
路線価

納税義務者、借地・借家人など 全てのかた

関係する固定資産 市内全域

なし
マイナンバーカード
運転免許証など本人
確認ができるもの

マイナンバーカード、運転免許証など
本人確認ができるもの。借地・借家人
などは、権利関係がわかる書類

身
体
障
害
者
の
か
た
な

ど
軽
自
動
車
税（
種
別

割
）
の
減
免

　
障
害
者
の
通
院
・
通
所

の
た
め
に
必
要
な
軽
自
動

車
・
原
動
機
付
自
転
車
な
ど

を
所
有
し
て
い
る
場
合(

50
　

cc
ま
た
は
0.6
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

下
の
原
動
機
付
自
転
車
は
障

害
者
本
人
の
所
有
に
限
る)
、

一
人
１
台
に
限
り
軽
自
動
車

税(

種
別
割)

の
減
免
を
受
け

ら
れ
ま
す
。
減
免
を
受
け
る

に
は
、
毎
年
申
請
が
必
要
で

す
。

　
な
お
、
普
通
自
動
車
と
重

複
し
て
申
請
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

対
象
　
①
身
体
障
害
者
手

帳
・
療
育
手
帳
・
戦
傷
病
者

手
帳
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
か

た
、
ま
た
は
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
と
自
立
支
援
医

療
受
給
者
証
の
両
方
が
あ
る

か
た

②
①
の
か
た
と
生
計
を
同
じ

く
す
る
か
た(

別
居
の
場
合
は

事
前
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い)

締
切
　
５
月
31
日(

金)

持
物
　
身
体
障
害
者
手
帳
・

療
育
手
帳
・
戦
傷
病
者
手

帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
い
ず
れ
か
、
運
転
免

許
証
、
車
検
証

※
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
か
た
は
自
立
支
援
医
療

受
給
者
証
も
必
要
で
す
。

申
請
・
問
合
せ
先
　
課
税
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

５
４

固
定
資
産
課
税
台
帳
の

縦
覧
・
閲
覧

　
令
和
６
年
度
の
土
地
・
家

屋
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と
固
定

資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
、
固

定
資
産
税
路
線
価
の
公
開
を

行
い
ま
す
。(

土
・
日
・
祝

日
除
く)

　
な
お
、
対
象
者
以
外
の
か
た

が
縦
覧
・
閲
覧
す
る
場
合
は
、

委
任
状
が
必
要
で
す
。

場
所
・
問
合
せ
先
　
課
税
課
土

地
担
当
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
２
５
１
、
家
屋
担
当
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
５
３

忘れていませんか申告と納税

◆申告所得税および復興特別所得税
◆贈与税
　期限　３月15日(金)
◆消費税および地方消費税
　期限　４月１日(月)
問合せ先　岸和田税務署
　　　　　☎072－438－1341

　

国
民
年
金
の
加
入

　

届
を
お
忘
れ
な
く

　
国
民
年
金
制
度
で
は
、

国
内
に
居
住
す
る
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
全
て
の
か

た
に
、
加
入
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
加
入
せ

ず
に
保
険
料
が
未
納
に
な

る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
や

障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
場
合
は
、
必
ず
加
入

の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
60
歳
に
な
る
前
に
退
職
し
、

厚
生
年
金
保
険
の
資
格
が
な

く
な
っ
た

◎
被
扶
養
配
偶
者(

第
３
号

被
保
険
者)

で
な
く
な
っ
た

(

収
入
の
増
加
、
離
婚
、
厚

生
年
金
保
険
加
入
者
が
退
職

ま
た
は
65
歳
に
な
っ
た)

※

20
歳
に
な
っ
た
か
た(

厚

生
年
金
保
険
加
入
者
を
除

く)
に
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
資
格
取
得
の
お
知
ら
せ

が
送
付
さ
れ
ま
す
が
、
最
近

海
外
か
ら
転
入
さ
れ
た
か
た

な
ど
で
、
資
格
取
得
の
お
知

ら
せ
が
送
付
さ
れ
な
い
場
合

は
、
加
入
の
届
出
が
必
要
で

す
。

届
出
・
問
合
せ
先
　
保
険
年

金
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
２
７
４

学
生
納
付
特
例
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
学
生
は
、

本
人
の
所
得
が
一
定
金
額
以

下
の
場
合
、
申
請
し
承
認
さ

れ
る
と
、
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。
申
請
は
毎

年
必
要
で
す
。
申
請
が
遅
れ

る
と
、
障
害
基
礎
年
金
な
ど

を
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
取

る
た
め
に
必
要
な
受
給
資
格
期

間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
追
納
制
度
を

利
用
し
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
よ
り
、
将
来
受
取
る
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
申
請
方
法

対
象　

大
学(

大
学
院)

・
短

大
・
専
門
学
校
お
よ
び
各
種
学

校
な
ど
に
在
学
す
る
20
歳
以
上

の
学
生(

夜
間
部
・
定
時
制
・

通
信
制
課
程
も
含
む
。
一
部
対

象
と
な
ら
な
い
場
合
あ
り)

期
間　

４
月
１
日(

月)

～
５
月

31
日(

金)

持
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
を
確
認

で
き
る
も
の
、
学
生
証
ま
た
は

在
学
証
明
書

申
請
・
問
合
せ
先
　
貝
塚
年
金

事
務
所
☎
０
７
２
・
４
３
１
・

１
１
２
２
、
保
険
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
４

保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
３
月
は
令
和
５
年
度
分
国
民

健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
最
終
納
期
月
で
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か

確
か
め
て
く
だ
さ
い
。

　
保
険
料
の
納
付
が
遅
れ
た
り

滞
納
し
た
り
す
る
と
、
保
険
事

業
の
円
滑
な
運
営
に
支
障
を
き

た
し
ま
す
。

　
皆
様
の
生
活
と
健
康
を
守
る

た
め
に
も
、
保
険
料
の
納
期
内

納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
保
険
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
０

国
保
の
加
入
・
資
格
喪
失

届
出
は
14
日
以
内
に

　
会
社
を
退
職
し
任
意
継
続
の

手
続
き
を
し
な
い
場
合
や
扶
養

家
族
の
認
定
を
取
消
さ
れ
た
場

合
な
ど
、
健
康
保
険
の
資
格
が

な
く
な
っ
た
か
た
は
、
資
格
を

失
っ
た
日
か
ら
14
日
以
内
に
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
14
日
を
過
ぎ
る
と
、
保
険
給

付
は
届
出
日
か
ら
し
か
受
け
ら

れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
か
た
が
他
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
や
出

生
・
死
亡
・
住
所
変
更
や
世
帯

主
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
と
き
も
、

14
日
以
内
に
国
民
健
康
保
険
証

の
発
行
や
書
換
え
が
必
要
で
す

の
で
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
証
は
異
動
が

あ
っ
た
全
員
の
分
が
必
要
で
す
。

届
出
・
問
合
せ
先
　
保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
１

国
民
健
康
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

夜
間
・
休
日
相
談

日
時　

３
月
17
日

(

日)

午
前
９
時
～
正

午
・
27
日(

水)

午
後

５
時
30
分
～
８
時

内
容　

国
民
健
康
保

険
の
加
入
・
脱
退
の

届
出
、
国
民
健
康
保
険
料
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付

相
談
な
ど

場
所
・
問
合
せ
先
　
保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
０
／
７
２
７
１

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金

支給対象者　令和５年12月１日(基準日)時点で貝塚市に住民登録が

あり、次の①または②に該当する世帯(世帯全員が課税者に扶養され

ている世帯は除く)の世帯主

①令和５年度の住民税が均等割のみ課税されている者のみで構成さ

れる世帯

②令和５年度の住民税が均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成

される世帯

支給額　１世帯あたり10万円

申請方法　対象と思われる世帯の世帯主に市から確認書を発送しま

す(３月中旬頃)。内容を確認し、期限までに返送してください。

※世帯員に令和５年１月２日以降に他市から転入したかたがいる場

合や、令和６年２月20日以降に税の申告により対象となった場合な

ど、別途申請が必要ですのでお問合せください。

申請期限　５月31日(金)消印有効

申請・問合せ先　低所得世帯支援給付金担当(福祉総務課内）

☎072ー433ー7062(土日祝除く午前９時～午後５時)

低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分)

支給対象者　①または②に該当する世帯で、18歳以下(平成17年４月

２日以降生まれ)の児童がいる世帯の世帯主

①住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)対象世帯(７万円給付)

②住民税均等割のみ課税世帯支援給付金対象世帯(10万円給付)

加算支給額　児童１人あたり５万円

申請方法　支給対象者①：７万円を給付済のかたから順次お知らせ

を発送しますので内容をご確認ください。申請は原則不要です。

※７万円給付の申請がまだのかたは、４月30日(火)までに手続きし

てください。支給対象者②：10万円給付の申請をすることで、子ど

も加算分のみの手続きは不要となります。

※基準日以降に出生した子や別世帯で生計同一の子がいる場合は別

途申請が必要です。詳しくはお問合せください。

申請期限　５月31日(金)消印有効

申請・問合せ先　低所得世帯支援給付金担当(福祉総務課内）

☎072ー433ー7062(土日祝除く午前９時～午後５時)　

広告


